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総務委員会会議録 

 

日時     令和２年１２月１０日（木）   開会時間   午前９時５９分 

閉会時間   午後２時３３分 

 

場所     委員会室棟 第１委員会室 

 

委員出席者    委員長  猪股 尚彦 

委員   皆川  巖  白壁 賢一  山田 一功  水岸富美男 

     卯月 政人  志村 直毅  飯島  修  藤本 好彦 

 

委員欠席者  副委員長 杉原 清仁 

 

説明のため出席した者 

   公安委員会委員  小俣 二也  警察本部長 大窪 雅彦  警務部長 大泉 雅昭 

   警備部長 窪田 圭一  交通部長  㓛刀 康友  刑事部長 清水 順治 

   生活安全部長 荒居 敏也  会計課長 進藤 明  首席監察官 比留間 一弥 

   警察学校長 加々美 誠  警務部参事官 川口 守弘  警備部参事官 大森 仲 

   交通部参事官 井上 久  刑事部参事官 瀬戸 良広  理事 吉田 一成 

   総務室長 天野 英知  監察課長 堀内 徹  警備第二課長 三浦 昇 

   教養課長 姫野 賢司  捜査第二課長 今橋 敦  交通規制課長 内藤 智 

   捜査第一課長 大森 勇人  交通指導課長 齋藤 武彦  地域課長 清水 高博 

   組織犯罪対策課長 五味 雄二  生活安全捜査課長 小林 英樹 

   警務部次長 三井 幹夫  少年・女性安全対策課長 所 紀久男 

   厚生課長 山村 和之  通信指令課長 赤池 久人  運転免許課長 和田 弘記 

 

   知事政策補佐官 藤巻 美文  知事政策局長 渡邊 和彦 

   政策企画グループ政策参事 斉藤 由美  政策調査グループ政策調査監 植村 武彦 

   秘書グループ管理監 武井 紀人  広聴広報グループ戦略広報監 三科 隆人 

   疾病対策推進グループ政策参事 佐野 満  国際戦略グループ国際戦略監 雨宮 学 

  県民生活部長 丹澤 尚人 

  県民生活部理事（グリーン・ゾーン推進課長事務取扱） 落合 直樹 

   県民生活部次長（県民生活総務課長事務取扱） 井上 泰子 

   北富士演習場対策課長 伴野 直明  統計調査課長 小林 司 

   県民安全協働課長 望月 英二  私学・科学振興課長 小林 洋一 

   スポーツ振興局長 赤岡 重人 

   スポーツ振興局次長（オリンピック・パラリンピック推進課長事務取扱） 草間 聖一 

   スポーツ振興課長 安藤 明範   

   リニア交通局長 三井 孝夫  リニア交通局次長 大野 健 

   リニア未来創造・推進課長 石寺 淳一  交通政策課長 藤原 鉄也 

   地域創生・人口対策課長 有泉 公彦 

 

   総務部長 市川 康雄  総務部理事 渡邊 雅人 

   総務部理事（次長事務取扱）小澤 浩 

   総務部次長（人事課長事務取扱） 染谷 光一 

   総務部次長（財政課長事務取扱） 井上 弘之  職員厚生課長 柴田 克己 

   税務課長 村松 茂樹  財産管理課長 丸山 正雄  資産活用室長 小澤 浩 
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   行政経営管理課長 保坂 一郎  市町村課長 古屋 登士匡 

   情報政策課長 土屋 隆 

   防災局長 末木 憲生  富士山火山防災監（火山防災対策室長事務取扱） 関 尚史 

   防災危機管理課長 小澤 清孝  消防保安課長 丸茂 敏樹 

   会計管理者 平賀 太裕  出納局次長（会計課長事務取扱） 今井 幸一 

   管理課長 柳原 明裕  工事検査課長 牧野 和憲 

   県議会事務局次長（総務課長事務取扱） 高野 雄司 

   人事委員会事務局長 奥秋 浩幸  人事委員会事務局次長 下條 勝 

   代表監査委員 小島 徹  監査委員事務局長 神宮司 易 

   監査委員事務局次長 広瀬 ひとみ 

 

 

議題 （付託案件） 

第 ９３ 号  山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例制定の件 

第１０３号  令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第１項歳入歳出予算の補正

額及び歳入歳出予算の総額並びに同条第２項歳入各款及び歳出中総務

委員会関係のもの、第２条繰越明許費の補正中総務委員会関係のもの

並びに第４条地方債の補正 

第１０５号  令和２年度山梨県集中管理特別会計補正予算 

第１１８号  当せん金付証票発売の件 

 

 

請願第１－２号  核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書採択について 

請願第２－３号  国に対し「消費税率５％への引き下げを求める意見書」の提出を求めるこ

とについて 

請願第２－４号  選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書を国へ提

出することについて 

請願第２－５号  「桜を見る会」の疑惑解明のため徹底審議を求める意見を提出することを

要望することについて 

請願第２－９号  「学生に対する支援の抜本的な充実を求める意見書」の採択を求めること

について 

 

 

審査の結果    付託案件については、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定した。

また、請願については、いずれも継続審査すべきものと決定した。 

 

 

審査の概要    まず、委員会の審査順序について、警察本部、知事政策局・スポーツ振興

局・県民生活部・リニア交通局、総務部・防災局・出納局・人事委員会事務

局・監査委員事務局・議会事務局の順に行うこととし、午前９時５９分から

午前１０時９分まで警察本部関係の審査を行い、休憩をはさみ、次に、午前

１０時２２分から午前１１時４１分まで知事政策局・スポーツ振興局・県民

生活部・リニア交通局関係の審査を行い、休憩をはさみ、午後１時１６分か

ら午後１時５５分まで、途中休憩をはさみ、午後２時３０分から午後２時３

３分まで総務部・防災局・出納局・人事委員会事務局・監査委員事務局・議

会事務局関係の審査を行った。 
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主な質疑等 警察本部関係 

※第 １０３ 号 令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第１項歳入歳出予算

の補正額及び歳入歳出予算の総額並びに同条第２項歳入各款及

び歳出中総務委員会関係のもの、第２条繰越明許費の補正中総務

委員会関係のもの並びに第４条地方債の補正 

 

質疑     なし 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

質疑 

（自動車の右折マナーについて） 

飯島委員  一時期、信号機のない横断歩道での一旦停止の励行率が悪いということで、

県警も努力していただいて、これが向上したということが、本会議でも質疑応

答があったと思い、とても喜ばしいことだと思います。 

  一方で、私は運転免許証を取得して４０年近くになるんですけど、４０年前

に教習所の教官から、山梨には右折優先という悪いマナーがあるから承知して

おいてくれみたいなことを言われました。実際、免許を取得してハンドルを握

ると、これが右折優先かという場面にちょくちょく出会った。最近も、ちょっ

と危険な場面に出くわしました。信号機のない横断歩道での一旦停止率が上が

ったということを考えながら、県警では右折優先という悪いマナーを把握して

いますか。また、現状をどう思いますか。 

 

井上交通部参事官 飯島委員がおっしゃったとおり「山梨ルール」というルール自体は実在し

ませんけども、道路交通法等により定められた方法で通行しなければならない

ところを、過去に、実在のない右折優先という「山梨ルール」が報道されてい

たことは承知しております。 

  現状、県警察といたしましては、いわゆる「山梨ルール」と呼ばれる、特に

交差点での右折優先の行為につきましては、交通事故を発生させる危険性の高

い運転であるということから、免許更新時の講習等における交通安全教育、ま

た交差点等における街頭監視活動、それから現場における信号無視など重大交

通事故に直結する恐れのある交差点関連違反に対する取り締まりなど、交通事

故の発生実態に即した対策を推進しており、今後も推進していくこととしてお

ります。 

 

飯島委員  どう意識しているかとお伺いしたんですけど、今も取り組みをしていて、今

後もやってくれると答えてくれてよかったです。 

        もう一つ、右折時に鋭角に曲がってくるのが極めて危険です。最近感じたの

は、児童が横断歩道を渡っているところを、鋭角にきゅっと曲がってくるから、

とんでもなく危険性があるなと。先ほどおっしゃったように、違反として捕ま

えるのは難しいのかもしれませんけど、それをどうにかして「山梨ルール」だ
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とか「山梨はしようがない」では済まされないと思うんです。特に観光立県山

梨ということもうたっていますし、延期はしましたけどオリンピックで来県者

も多くなるときに「山梨はマナーが悪い」なんて、これは恥ずかしいことなの

で、ぜひ今後も取り組んでいただきたい。 

        どう少なくなったかという基準は目に見えないのかもしれませんけど、数字

には表せないのかもしれませんが、ぜひ取り組んでいただきたいなと思います。 

  きょう、こういう機会で質問させていただいたので、別の機会にどのぐらい

効果があったのかということについて、皆さんの仕事ぶりをお尋ねしたいので

よろしくお願いしたいと思います。 
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主な質疑等 知事政策局、スポーツ振興局、県民生活部、リニア交通局関係 

              

※第 ９３ 号  山梨県立やまなし地域づくり交流センター設置及び管理条例制

定の件 

 

質疑 

（地域づくり交流センターについて） 

水岸委員    交流センター設置及び管理条例について質問させていただきます。 

        自助・公助・共助の大切さは今さら言うまでもありませんが、人口の減少な

どによって地域の力が弱まっている今だからこそ、県民やＮＰＯ、企業など、

多様な主体が連携・協働して地域の活性化に取り組んでいくことが求められて

おります。そこで、地域交流センターは、県民の新たな交流活動拠点として整

備し、課題解決や地域活性化につなげるとありますが、具体的にどのような取

り組みを進めていくのか、まず伺います。 

 

望月県民安全協働課長 地域づくり交流センターにおきましては、交流と連携の場を提供する

ため、利用者同士の交流を深めるためのイベントですとかセミナー等を開催し

てまいります。 

  また、各種の専門機関と連携する中で、利用者の方々に助言ですとかマッチ

ングをしていくための相談等に対応していく予定でございます。 

  さらに、社会貢献活動等が持続可能となりますように、地域課題に向けた新

たな取り組みとしまして、ビジネス的な手法を取り入れる起業等についても支

援してまいりたいと考えてございます。 

 

水岸委員    課題解決の取り組みも長続きしなければその効果は低くなります。そのため

には財政的な基盤強化や人材確保は重要であり、ビジネスの手法を取り入れる

という視点は的を射ていると考えます。そこで社会的な起業・創業を目指す人

をどのように支援していくのか伺います。 

 

望月県民安全協働課長 社会的起業、いわゆるソーシャル・ビジネスとも言われていますけれ

ども、それに関する情報の収集、提供、相談に対応するほか、起業・創業につ

ながるセミナーやワークショップを開催することにより、さまざまな方々が集

い、みずから地域の課題に取り組む県民やグループの起業、創業を積極的に支

援してまいりたいと考えてございます。 

  また、こうした起業等に向け活動する方々が交流しまして、みんなでアイデ

アを出していただく場としまして、先ほども申しましたが、センターの２階に

コワーキングスペースを設置し、事業化に向けたマッチングなど必要な支援に

取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 

水岸委員    都留市内にもコワーキングスペースがあり、都留文化大学の学生や住民の

方々が活動しておりますけれども、交流センターのコワーキングスペースはど

ういう人々の利用を想定しているのか伺います。 

 

望月県民安全協働課長 コワーキングスペースでは、起業・創業を目指す方々が、先輩起業家

や起業したいと考えている方々と情報交換しながら、ビジネスプラン等につい

て検討していただくということを想定してございます。 

  利用者につきましては、主に学生などの若年層の方々、あるいは女性などで、
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自分の思いやアイデアを形にしたいとして考えている方々につきまして積極に

利用していただきたいと考えてございます。 

 

水岸委員    新しくできるセンターに若者や女性など多くの県民が集い、自由な発想を形

にして地域の活性化が進むことを期待しております。交流センターの整備によ

り、県として今後どのようなことを期待しているのか、最後に伺います。 

 

望月県民安全協働課長 交流センターにおきましては、多くの県民や団体の方々に集っていた

だき、そして、つながっていただくことにより、地域課題の解決や地域の活性

化に向けた新しい活動が生まれるものと期待してございます。 

  そのため県では、センターが活力ある地域づくりや地域の活性化に資する中

核的な拠点となりまして、一人一人が抱く夢や希望がかなえられる施設となる

よう、今後も積極的に取り組んでまいりたいと考えてございます。 

 

飯島委員  人が集って、企業家も支援するという御説明をいただいたので、とてもいい

取り組みだと思います。 

  具体的に２ページの設置及び管理条例の概要図を見ているんですけど、会議

室の広さが書いていない。それから、駐車場は何台置けるのか。また、駐車場

の利用時間帯、料金、こういうものは実際に使う人が気になるところです。指

定管理者の管理によるのかもしれませんけど、チラシみたいなものをつくって

知らしめないと、使い勝手が悪い。そこをまず教えていただきたいと思います。 

 

望月県民安全協働課長 まず、会議室についてですけれども、１階の会議室につきましては利

用定員が３６名ということで、面積としましてはおおむね５４平米でございま

す。２階の会議室は第２から第４がございますけれども、第２につきましては

定員６名で、おおむね１０平米、第３が定員８名で１５平米、第４につきまし

ては定員３８名で５８平米となってございます。最後に４階の大会議室につき

ましては、定員７２名で、面積が１１５平米を考えてございまして、ここは半

分に分割可能となっていますので、半分の場合は定員３６名という形となりま

す。 

  次に、駐車場についてですけれども、駐車場は地下を予定してございまして、

台数は、障害者用の駐車スペースを含めまして、現在１８台でございます。料

金は無料でございます。使用時間につきましては、開館中は使用可能というこ

とでございます。 

 

飯島委員  若者や企業家をターゲットにすると考えられていると思いますが、高齢化の

現象の中でバリアフリーとかユニバーサルデザインとか、あとセキュリティー

とかはどうでしょうか。 

        ここは、前の建物がボランティアセンターだったんですけど、そこを利用し

ていた方のうち、今度新しいのができたので行ってみようという方も多いかと

思います。 

        セキュリティー対策を含め、ユニバーサルデザインやバリアフリーといった

高齢者対策などは意識してやっている建物なんでしょうか。 

 

望月県民安全協働課長 ユニバーサルデザインということでございますけれども、この施設に

つきましては十分配慮した建物でございます。 

  セキュリティーということでございますけれども、警備という面につきまし

ては警備委託をしていきます。この時代、新型コロナウイルスの関係もござい

ますので、その対策につきましても、指定管理者を募集するときに十分に講じ、
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ガイドラインに沿った運営をするようにということで、また、ガイドラインに

のっとった基準の作成を依頼する予定でございます。 

 

飯島委員  立派なものができるので、利用する方が多いことに越したことない。また、

指定管理ということなので、その方と相談の上、権限がある範囲で使い勝手よ

くできるということも可能だと思いますので、それを配慮して、使いやすいも

のを目指してやっていただきたいと思います。 

  あと、サブネームはないんですか。例えば、皆さんあんまり知らないと思い

ますけど、県立図書館は「かいぶらり」というサブネームがあります。文化ホ

ールはネーミングライツがあるのかもしれませんけど…。何を言いたいかとい

うと、施設においてネーミングって大事だと思うんです。「地域交流センター」

って、目的はわかりますけど、もうちょっと親しみのある、愛称のあるネーム

というのがあってもいいんじゃないかと思うんですけど、その辺のお考えはな

いんですか。 

 

望月県民安全協働課長 今回、整備している工事の工期が来年の３月２５日までとなります。

来年度になりまして、オープンに向けて備品の購入ですとか手続的なものを始

めていきます。 

        呼称につきましては、一応、来年度に入りましたら愛称という形で募集をし

まして、親しみやすいネーミング、そして、それによって皆さんに集っていた

だける場所にしたいと考えてございます。 

 

志村委員  幾つかお聞きします。 

        今もありましたけど、来年３月末に完成して、その後、明年度に備品等を購

入していくということで準備が進められていると思います。今回条例を提案さ

れて、あと細かなところは規則でということになると思うんですけど、規則の

ほうは既に検討がされているという理解でよろしいんでしょうか。 

 

望月県民安全協働課長 規則につきましては、この条例を議会で御議決いただいた後に、条例

の施行規則を速やかに制定していく予定でございます。 

 

志村委員  それぞれ料金設定されているわけですけども、この料金設定の基準、例えば

平米当たり大体どのぐらいで貸し出すという基準があって、こういう設定にな

っているのか。 

        それから、午前、午後、夜、全日という分け方も、時間単位で貸すというの

も考えられるかと思うんですけども、このように設定した理由の説明をお願い

します。 

 

望月県民安全協働課長 料金設定ですが、会議室につきましては、１平米あたり４．６円とい

う単価がございます。おおむね、それで積算をしてございます。 

  なお、会議室は県でほかの施設もございますけれども、コワーキングスペー

スは県のほかの施設はございませんので、その単価を使用することができませ

ん。そのため、県内に公の施設としまして、甲州市と道志村にコワーキングス

ペースが２カ所ございますので、その単価と、全国の公設で確認できるコワー

キングスペースの単価を使用しまして、その平均ということで６,８００円とい

う金額が出てございます。 

  なお、時間の区分でございますけれども、他の指定管理施設と同様の区分で

設定をしてございます。なお、時間帯等につきましては、各指定管理者が県と

協議したうえで柔軟に設定することができます。実際に指定管理を始めて、そ
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れぞれ事情が生じたり、状況が変わったりする場合もございますので、それに

つきましては協議して柔軟に対応してまいりたいと考えてございます。 

 

志村委員  コワーキングの利用料金が月６,８００円ということになると、非常に利用し

やすい単価だと思います。これは、ひと月この金額でお借りして、一旦切るの

でしょうか。それとも、継続して、その次の月もというような使用方法が想定

されているのでしょうか。そのあたりはどのように考えたらいいですか。 

 

望月県民安全協働課長 コワーキングにつきましては、月単位、日単位ということで設置して

ございます。月が終了しましたら、また手続していただいて、継続という形で

申請していただきます。コワーキングを利用する方につきましては、入室する

際にカードを使って中に入っていただくんですけれども、継続の方については

手続していただければ、そのまま翌月も継続して使っていただくということを

考えてございます。 

 

志村委員  指定管理者が管理運営することになるんですけども、指定管理者は施設の概

要図で言うと、どこに所在することになるんでしょうか。 

 

望月県民安全協働課長 申しわけございません、この補足説明には示してございません。指定

管理者につきましては、１階の受付相談カウンターとある、その右側にちょっ

とスペースがございまして、こちらを事務所として業務を担っていただくと考

えてございます。 

 

志村委員  ちょっと細かくて申しわけないんですけど、指定管理者が管理運営するに当

たって、駐車スペースは地下の利用者用駐車場にとめるのでしょうか。それと

も別の場所を確保していただいて管理運営していただくのでしょうか。 

 

望月県民安全協働課長 先ほどお話ししました１８台につきましては、利用者の駐車場でござ

います。指定管理者が通勤等で使う場合につきましては、こちらの施設には用

意してございませんので、近隣の駐車場等に駐車していただくことを考えてご

ざいます。 

 

志村委員  入居予定の県ボランティアＮＰＯセンターの職員についても、駐車場は別に

確保していただくということになりますよね。それで、県ボランティアＮＰＯ

センターに関しては、県が設置して社会福祉協議会に運営していただいている

ということになると思うんですけども、この場合、利用料は発生しないという

ことでよろしいんでしょうか。 

 

望月県民安全協働課長 ３階に入居予定の県ボランティアＮＰＯセンターでございますけれど

も、平成２８年５月から防災新館１階で利用してございます。現在、そこにつ

きましては県の許可ということで無料となってございますので、今回につきま

しても使用料はとらずに無料ということを考えてございます。 

 

飯島委員  聞き漏らしたので１件教えていただきたいと思います。 

  今後、会議室の利用規程等をつくるのかもしれませんが、私たちが使いたい

ときに政治団体ということで断られる場合が多いんです。そういう規程をこれ

からつくるのか、つくる場合は、その方向の中で政治団体には貸さないとか、

そういう決まりがあるのかどうかお伺いしたい。 
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望月県民安全協働課長 現在、会議室の利用規程等は、まだつくってございません。つくる際

には、他の施設等も参考にしながら十分に検討してまいりたいと考えてござい

ます。 

 

飯島委員  県立図書館などは、そういう規程がないんです。ですから、先ほど、ユニバ

ーサルサービスとかバリアフリーとか申し上げたので、ぜひ会議室も門戸を広

げて大勢の方に貸せるようにしていただくことを要望いたします。 

 

白壁委員  いつも思うんだけど、議会を通さなくていいから使用料とかは規則で定める

ほういい。そうすると、例えば利用頻度によったり、その仮定によっては上げ

たり下げたりということもできる。ほかの施設が基本にあって、そこと同じ金

額というんだけど、ほかのところと統一する必要はないんだよ。 

        ここはいろいろ問題があって、改善するかしないかといった建物を高度活用

してくれることはありがたいんだけど、これをつくったはいいが、つくって安

心何とか条例じゃないけど、これをどう使っていくか。例えば、駐車場は地下

に１８台と言ったけど、もっと活用していくと足りないかもしれないよね。こ

れをつくることによって、どういう人たちがどのくらい集まって、どういう頻

度でという目標をつくらなきゃ。もしかすると所管は違うのかもしれないけど、

つくるときに計画しなきゃならないと思うよ。そこを聞きたい。 

 

望月県民安全協働課長 今回の整備に当たりまして、国の地方創生施設の整備交付金等を活用

してございます。その中で整備計画をつくってございます。例えば利用者につ

きましては、来年度オープン予定としてございますけれども４,０００人ですと

か、そこで行われる新たにつくられる事業数が何事業ですとか、そういう計画

をつくらせていただいてございます。 

  この施設につきましては、地域づくりを目指して、いろんな方々が集い、つ

ながり、そしてつくるということをコンセプトにしてございます。まずは、い

ろんな方々に利用していただくということを考えてございまして、その中で、

いろんな相談や支援により、つながっていただいて、事業等に結びつけていた

だくということをコンセプトにして取り組んでいきたいと考えてございます。 

 

白壁委員  そのコンセプトはいいんだわ。例えば、１階のところに視覚障害者のための

卓球台をおくとか、いろんなこと考えているよね。それはいいんだわ。僕が言

っているのは、せっかくこういうのをつくったら、仏をつくって魂入れずじゃ

困るということ。だから、こういうものをいかに活用してもらって、マッチン

グしてスタートアップする人たちに来ていただくのか。さっきもあったけど、

女性が起業することは極めて重要なんだけど、どういう頻度で、どのぐらいが

使うというのを、今４,０００人って言ったけど、これが算定基礎になって指定

管理が入るんだよね。金額も決めていくんだよ。 それをちゃんと明確にして、

その目的や目標に対してこれだけクリアしたから、もしくはこれだけ足りない

から、じゃあ、こうしていこうということを、これからつくっていかなきゃだ

めだ。そういった計画もしっかり我々に見せてほしい。 

  設管条例だからということなんだろうけど、せっかくここまでやるんだった

ら、そういう計画をちゃんと立てて、ここを目標に、こういうふうにしながら

と。起業が年間４件って、何か少ないような気がするんだけど。県外には、中

心地で皆さんが集うようなところに結構あるよね。そういうところにベンチャ

ー的な人たちが集まったりして横の連携をとりながら、貸しスペースの中に貸

しデスクがあったり、いろんなことをしながらやってるよね。そういうことを

考えながら、こういう計画で、この程度やるなら、こういうスタートアップ起
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業をするような人たちを集めるんだというところを、この中でしっかりうたっ

てもらいたい。細かいことは要綱・規則に入れること。条例の中に入れちゃっ

たら変えられないよ。せっかくお金かけるんだから、そういうふうに捉えてほ

しい。 

 

望月県民安全協働課長 ただいま御指摘をいただいた、目標等に向けた取り組みにつきまして

は、県のほうでも当然持ってなければなりませんし、それに基づいて指定管理

者といろいろ協議して、施設をより充実させていかなければならないと考えて

ございます。今後そこについて、はっきりした手順等を準備いたしまして、指

定管理者と協議してまいりたいと考えてございます。 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第 １０３ 号 令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第１項歳入歳出予算

の補正額及び歳入歳出予算の総額並びに同条第２項歳入各款及

び歳出中総務委員会関係のもの、第２条繰越明許費の補正中総務

委員会関係のもの並びに第４条地方債の補正 

 

質疑     

（ふるさと納税促進対策事業費について） 

卯月委員  リの２、ふるさと納税促進対策事業費についてお聞きをしたいと思います。 

  コロナ禍にありまして、いわゆるテレワークでありますとか、在宅勤務とい

うことが定着しつつあります。そういった影響もあって、巣ごもり消費とか、

巣ごもり需要ということで影響があります。今御説明のあったとおり、ふるさ

と納税の関心が高まっているということもあり、本年度、本県においても納税

額が増加したということでありますけれども、こういった要因は、どういった

ことが考えられるのか。また昨年に比べて、どの程度ふえているのかお聞きし

たいと思います。 

 

有泉地域創生・人口対策課長 本県では、果物、ワイン、ミネラルウオーターなどのブランド

力が高いことから、これらの品目を中心に魅力的な返礼品の開拓を行ってまい

りました。昨年度末の９８品目から、１０月末時点でございますが、２１３品

目と１１５品目増加し、また、返礼品提供事業者につきましても８事業者から

１９事業者と１１事業者ふえたことが寄附額の増加につながったものと考えて

おります。 

  昨年度の寄附額は２,０００万円余でありまして、本年度は、まだ年度の中途

ではございますが、１０月末時点で１億９００万円余の寄附をいただいている

ことから、昨年度と比べ５．４倍の増加となっております。 

 

卯月委員  年度途中で５．４倍というのはすばらしいことだと思います。皆さんの御努

力の成果かなということも感じられます。具体的に、どういった返礼品に人気

があったのか。代表的な返礼品の状況を教えていただきたいと思います。 

 

有泉地域創生・人口対策課長 １０月末時点のデータからは、シャインマスカットが返礼品を

送付した総寄附件数の８４％を占めておりまして、５,０００件を超える寄附を
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いただいたところでございます。そのほか、ミネラルウオーターが３％で１８

０件超、ワインが２．７％で１６０件超の寄附をいただいたところでございま

す。 

 

卯月委員  やはりシャインマスカットが断トツ、フルーツ王国山梨、本県らしいという

感じがします。ミネラルウオーターもそうですけども。ワインは２．７％、ワ

イン県ということでいいことだと思います。きのう、仲田前観光部長がお書き

になった本を購入して、冒頭だけ読ませていただきましたけども、こういった

こともＰＲする中で、割合や全体をふやしていただきたいなということも考え

ます。そういったことも含め、本会議でも出ましたけれども、本県の財源を確

保するためにも寄附額をふやしていくことは大変重要であると考えております

けども、今後どんなふうに取り組んでいくのか、最後にお聞きをしたいと思い

ます。 

 

有泉地域創生・人口対策課長 県では、本年１０月に財源確保対策基本方針を策定したところ

です。ふるさと納税につきましては、新たな税外収入確保策の創出の観点から

クラウドファンディングなど、さまざまな取り組みにより寄附額をふやしてい

くことが必要とされたところでございます。 

  このため、クラウドファンディングの活用が進むよう、他自治体の事例を各

部局に紹介するとともに、寄附募集のＰＲにつきましてもＳＮＳを活用した効

果的な周知方法などを検討いたしまして、順次実施したいと考えております。 

  また、魅力的な返礼品の開拓や、返礼品提供事業者の増加に努めるなど、一

層の寄附額増加に努めてまいりたいと考えております。 

 

（ボランティア・ＮＰＯの活動促進事業費について） 

志村委員  県民の２のところでお伺いします。先ほど条例のほうで説明がありました、

地域づくり交流センターの指定管理者選定のための補正予算ですけども、指定

管理者を募集するに当たって、事業者の提案を求めるようなプロポーザル方式

を行うのか、まずその点を確認させていただきます。 

 

望月県民安全協働課長 指定管理者の募集に当たりましては、こちらから大方こういう業務を

やってもらいたいというものをお示しし、指定管理者のほうから、自分たちは

事業として具体的にこういうことをやりたい、そのための収入はこういうもの

を充てたいという書類をいただきます。その書類を選定委員会の方にプレゼン

していただいて、それを選定委員会の方が点数をつけて、指定管理者の候補者

を決定するという手順でやっていく予定でございます。 

 

志村委員  魅力ある地域づくり交流センターの施設ができて、指定管理者が運営してい

く中で、Ｗｉ－Ｆｉ環境や情報通信機器、大判印刷やカラー印刷をする印刷機

といったものが必要になってくると思うのですが、これは指定管理者のほうか

ら提案やリクエストをしていただくのでしょうか。 

 

望月県民安全協働課長 Ｗｉ－Ｆｉの環境につきましては、県のほうで使うに支障のない環境

を用意したいと考えてございまして、現在予算要求をしているところでござい

ます。Ｗｉ－Ｆｉを活用して受信をする設備等につきましては、指定管理者の

ほうで提案なりをしていただいて、プロポーザルでプレゼンをしていただくと

いうことを考えてございます。 

 

志村委員  こういう施設には、全国的にあるものも含めてですけど、パソコンとかタブ
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レット等の端末が置いてある場合もあったり、あるいは持ち込みで使えたりし

ます。そんな中で、周辺機器も含めていろんなものがあるので、そこら辺のと

ころはできるだけ柔軟にやっていただいて、かつ、できる限り利用者の方々の

リクエストに応えられるような対応をしていただければありがたいと思います

ので、ぜひ御検討をお願いしたいと思います。 

 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※請願第１－２号  核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書採択につい

て 

意見 

 

志村委員  継続中の請願第１－２号、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める

意見書の採択についての意見であります。この請願の趣旨については、核兵器

禁止条約に関することでありまして、国の外交安全保障政策に関連しているこ

とですので、地方議会が意見を出すということに関しては十分慎重に行ってい

かなければならないと考えます。 

  したがって、現時点ではこの請願については継続審査とするべきだと考えま

す。 

 

討論     なし 

 

採決     採決の結果、継続審査すべきものと決定した。 

 

※請願第２－４号  選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書を国

へ提出することについて 

意見 

 

水岸委員  選択的夫婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書を国に提出

することについて意見を述べさせていただきます。 

  選択的夫婦別姓の導入については、婚姻制度や家族のあり方と深く関係して

おり、国会においても慎重に継続的に検討されていると認識しております。県

議会としても、県民の意見を十分に聞き、国会での議論の動向を注視しながら

慎重に判断する必要があります。 

  したがって、本請願は継続審査とすべきと考えます。 

 

討論     なし 

 

採決     採決の結果、継続審査すべきものと決定した。 
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※請願第２－５号  「桜を見る会」の疑惑解明のため徹底審議を求める意見を提出するこ

とを要望することについて 

意見 

 

飯島委員  採択をお願いしたいと思います。この案件は、安倍首相御本人は辞任したも

のの、安倍首相側が桜を見る会の前夜祭をめぐり安倍氏に政治資金規正法違反

容疑などの告発状が出されている問題で、東京地検特捜部が安倍さんの公設第

２秘書から任意事情聴取したという読売新聞の報道が１１月２３日だと思いま

すけど、報道され明らかになりました。特捜部は、会場のホテル側に支払われ

た総額が参加者からの会費徴収額を上回る差額分は安倍氏側が補塡したという

可能性があると見て、立件の可否をまさに検討しているということであります

ので、本県もしっかりこの現状を見据えて採択する方向でお願いしたいと思い

ます。 

 

卯月委員  桜を見る会につきましては、現在、国会において継続的に審議が行われてい

る状況であると思います。国会は国民の付託を受けた国会議員が審議をする場

でありまして、その国会において審議が継続されている状況でありますことか

ら、まずはその質疑の状況、審議の動向を注視すべきものだと考えます。 

  したがいまして、本請願は継続審査すべきと考えます。 

 

討論     なし 

 

採決     起立多数により、継続審査すべきものと決定した。 

 

※請願第２－９号  「学生に対する支援の抜本的な充実を求める意見書」の採択を求める

ことについて 

意見 

 

水岸委員  国では困窮する学生に対し、高等教育の就学支援制度を初めとする学生支援

緊急給付金など経済的支援制度を用意している状況であります。一方、県内の

多くの大学でも困窮する学生に対し、独自の支援策を実施し、また県立大学に

おいても６月補正において授業料減免を独自に実施するための関係予算を計上

したところであります。 

  よって、引き続き国や本県の状況や支援の取り組み状況などを慎重に検討す

る必要があることから、本請願は継続審査とすることが妥当と考えます。 

 

討論     なし 

 

採決     採決の結果、継続審査すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

質疑 
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（食品ロスについて） 

志村委員  県民生活部にお伺いをします。ことしの８月に食品ロス削減の推進というこ

とで意識調査を実施され、公表されています。食品ロスに関する意識調査の結

果は非常に興味深い内容だったかなと思っています。フードバンクという言葉

は知られてきていますけど、残念ながら３０１０運動とか食品ロスにかかわる

ような認識が余り広がっていない、あるいは行動変容につながっていないと感

じました。今後、意識調査に基づいて県民の方々の食品ロスに対する行動変容

を促していくような取り組みをどんなふうに展開していのか、今の時点でお考

えがありましたらお聞きしたいと思います。 

 

望月県民安全協働課長 県では、山梨食育推進計画の第３次が今年度をもって終了するもので

すので第４次の策定ということで、食の安全安心の審議会等に諮って現在策定

してございます。 

  従来から食品ロスの関係につきましては、食育推進計画の中にも織り込まれ

てございます。今年度策定している第４次につきましても、基本方針の中で食

品ロス削減の推進と体制づくりを織り込みまして策定を進めてございます。 

  今年度は、第３回目の審議会が今月にございまして、そこでの御議論を踏ま

えまして、１月にパブリックコメントをかけ、３月に策定していく予定でござ

いますが、なかなか食品ロスというものを認識されていない方、あるいは事業

者もございます。そういう方につきまして、啓発という形で、来年度努めてま

いります。具体的には、啓発活動ですとか、今年度も補正予算でフードバンク

での取り組みをさせていただきましたが、フードバンクへの何らかの支援を予

定してございます。そういった取り組みを通じて、計画の中に位置づけ、総合

的・計画的に食品ロスの削減に向けて進めていきたいと考えてございます。 

 

志村委員  先般、堀内環境副大臣兼内閣府副大臣が、笛吹市にあります境川のクリーン

センターを視察に訪れまして、その際に県管理の一般廃棄物、処分灰、かいの

くにエコパークも視察していただきました。ほかのブロックに関しても候補地

が一応定まりまして、これから焼却場を新たに整備していくという流れになっ

ていくと理解しています。山梨県は面積が広いですから、市町村が収集業務を

行うのに車を走らせて、ごみを収集し、搬入するということになるんですけれ

ども、その大前提になっているのは、やっぱり家庭や事業者から出るごみであ

り、これを減らさないことには収集業務に係るコストというのは減らないわけ

で、全体のごみが減っていかない。県民の皆さんには、ごみを減らす、食品ロ

スを減らすことで廃棄物処理に関するコストの低減につながるんだということ

を含めて、ぜひ行動変容につながる啓発を進めていただきたいと感じておりま

す。 

 

（八ヶ岳スケートセンターについて） 

白壁委員  八ヶ岳スケートセンターの関係で、我々のスケート連盟からも８,０００ぐら

いの要望書を提出させていただいた。県外にもいると思うけど、県内の方から

はスケートセンター維持という要望が極めて強い。現状どのくらいの人たちか

ら署名が集まったのか、その数字があったら教えていただきたいと思います。 

 

安藤スポーツ振興課長 県民の皆様ほか県外の方々も含めまして、今現在２万４,２５８名分の

御署名をいただいているところでございます。 

 

白壁委員  もうちょっとあるのかと思ったけど、でも２万５,０００ってすごいよね。 

        新聞やテレビ、マスメディア等で、いろんな情報が流れていて、前北杜市長
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が知事に要望を出したり、ほかの方の関係で知事がコメントを出したりして、

「地域が幾つかの拠点的なものをつなげていくということはすばらしいことで

あって、こういうことだったら何とか考えることもできる」というような話が

あったんだけど、その後の進捗はどうなんだろう。基本は、ぜひ残してもらい

たい。県が経営しているものだから、県が改修をかけて、期間を限定せずに恒

久的にやっていただきたいというのが基本なんだけど、現状としてはどうか。

要は、進捗というか、どういう方向に向かっているのかお聞きしたいと思いま

す。 

 

安藤スポーツ振興課長 八ヶ岳スケートセンターを含めました周辺地域の振興という点につき

ましては、非常に重要なことと考えているところでございますが、現状として

は具体的な検討までは至っていないという状況でございます。北杜市のほうか

ら存続に向けた御要望があると伺っていますので、今のところ具体的な提案の

提出を待っている状況でございます。 

 

白壁委員  北杜市からそういう要望があったということだね。それは北杜市の前の市長

さんが「市で買い上げても」なんていう話をしたとかしないとか新聞に出てい

たけど、それが合っているかどうかわかんないんだけど、そういったことを相

談に来るということで、その相談を待っているのかな。 

 

安藤スポーツ振興課長 今のところ北杜市から具体的な提案というものはございませんが、ま

ずは県と事務レベルで協議をしたいという申し出がございました。 

 

白壁委員  きっと、そうなんだろうね。前の市長さんからは、そういう話があったんだ

ろうけど、今は市だって財源が不十分な中で厳しいんで、そう簡単にそんなこ

とは言えないと思うんだよね。基本的には、改修に１億２,０００万円とか１億

数千万円かかると言っているけど、１億２,０００万円で修繕して、５,０００

万円の指定管理費を出すよりも、もっと予算をかけて、そこに３億円かけて毎

年１億円の利益を上げるぐらいのことを考えていかなきゃだめだ。県が直営で

やるのがまず基本スタイルだと思うんだよね。だから、一旦そこでイニシャル

コストはかかるけど、例えば、３億円だか３００億円とかわかんないけれど、

それよりもお金がかかるにしてもかけて、なおかつ収益を上げて、今度それを

期間で区切っていくと。そっちのほうが有利だねという方向に、ぜひ県で考え

てもらいたい。事務レベルということなんだけど、基本スタイルをしっかり決

めておいて、事務レベルの協議が始まるのが一番望ましい形だと思う。 

        局長から一言。 

 

赤岡スポーツ振興局長 ただいま委員から、３億円かけて、さらにその投資の回収というよう

な御示唆もいただきました。ただ、この件につきましては、利用者の状況も鑑

みまして、平成１５年ぐらいから北杜市と、当時は小淵沢町でしたが、その地

元といろいろ運営のあり方について話を進めてきたものでございます。今般、

県が現状のスキームではもう存続は不可能だといったことを表明いたしまして、

それに対して今、市の体制は変わりましたけれども、市のほうから、まずは事

務的な話を進めたいというようなことがございます。まずは市の意向も踏まえ

ながら、北杜市にとっても、スピートスケートの競技関係者にとっても、そし

て県民の皆さん全体にとってもいい形というものを、この協議を踏まえ、関係

者等の声も聞きながら知恵を絞ってまいりたいと思います。 
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主な質疑等 総務部、防災局、出納局、人事委員会事務局、監査委員事務局、議会事務局関

係 

              

※第 １０３ 号 令和２年度山梨県一般会計補正予算第１条第１項歳入歳出予算

の補正額及び歳入歳出予算の総額並びに同条第２項歳入各款及

び歳出中総務委員会関係のもの、第２条繰越明許費の補正中総務

委員会関係のもの並びに第４条地方債の補正 

 

質疑     なし 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第 １０５ 号 令和２年度山梨県集中管理特別会計補正予算 

 

質疑     なし 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

※第 １１８ 号 当せん金付証票発売の件 

 

質疑     なし 

 

討論     なし 

 

採決     全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定した。 

 

 

※請願第２－３号  国に対し「消費税率５％への引き下げを求める意見書」の提出を求め

ることについて 

意見 

 

志村委員  継続中の請願第２－３号、国に対し消費税率５％への引き下げを求める意見

書の提出を求めることについて、継続とする立場から意見をいたします。 

  消費税に関しては、日本の将来のために少子化対策や社会保障の充実を図っ

ていくという点から、全国民に広く薄く負担をしていただくという観点で必要

であると考えております。 
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  一方で、逆進性となる消費税に対する問題も指摘をされていることから、こ

れについては引き続いて慎重に検討していくことが重要であると考えます。 

  したがって本請願については、継続審査とするべきであると考えます。 

 

討論     なし 

 

採決     採決の結果、継続審査すべきものと決定した。 

 

 

※所管事項 

質疑      

（職員の健康管理について） 

藤本委員  職員の皆さんの健康管理について伺います。先日、知事が体調を崩され公務

を変更する自体が発生しました。このことに対して、知事は「今後危機管理を

高めます。自分がこの状態、つまりコロナを克服し何とかしなければならない

と考えていました」と述べていました。思いはすばらしいですし、とてもよく

わかります。公のために汗を流しておられる全ての方々は同じ気持ちにあると

考えます。しかしながら、私は、知事だけではなく、副知事、部長、課長を初

め、職員の皆さんのかえは効かないと思います。県民に公正公平なサービスを

安定して提供していくためには、かわりとなるものはいないと思いますので、

県庁職員の健康管理に特に取り組んでほしいと伝えました。そのとき市川総務

部長も同席されており、以上のやりとりがありましたので、順次お伺いします。 

  初めに、県庁職員に対して、健康教育を浸透し、継続した県民へのサービス

を提供するためにできるだけ長期にわたり健康を実現しながら業務を行ってい

ただくための行政運営、いわゆる健康行政の考え方を庁内で共有し前進してい

くことは大事だと考えます。そこで、現在、実施している県庁職員の健康管理

の取り組み内容について、どのような事業が行われているのか、実態をお伺い

します。 

 

柴田職員厚生課長 健康管理といたしましては、定期健康診断や人間ドックなどの健康診断、

ストレスチェックを初め、メンタルヘルス研修などの健康教育や、衛生管理医

や外部の専門家等によります健康相談などの事業を実施してございます。 

 

藤本委員  職員の皆さんが行っておられる健康管理についてはよくわかりました。 

  次に、本年度の取り組みの実施状況と、取り組む中で見えてきた課題、さら

に、この課題を解決するための対策の実態についてお伺いします。 

 

柴田職員厚生課長 健康管理事業の中で最も重要なものとして健康診断がございます。健康診

断の実施状況につきまして御説明をいたします。 

  今年度の健康診断は現在実施中のため、数値につきましては前年度のものを

用いて御説明いたします。前年度の定期健康診断及び人間ドックの合計の受診

率は９６．３％であり、この受診率は年々上昇してございます。しかしながら、

受診率が１００％に達していないことが課題となっております。その対策とい

たしまして、定期健康診断につきましては、毎年１月に未受診者を対象とした

再度の検診の機会を設け、未受診者がいる所属におきましては、所属長から受

診を促す仕組みとするなど受診率の向上に努めているところです。 

  また、今年度の定期健康診断におきましては、受付などで密集となることが
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想定されたため、受診のための整理券を配付し、密集とならないよう工夫をす

るなど感染防止対策にも努めております。 

 

藤本委員  ９６．３％の健康診断が実施され、１００％を目指していかれるということ

ですので、ぜひ少しでも短時間のうちに目標を達成できるように望みます。 

  次に、現在コロナ禍ということもありまして、このコロナ関連の健康管理の

実態について伺います。コロナとのつき合いは、年度当初は年度内で何とかな

るんじゃないかという雰囲気でしたが、年度をまたいで長引くと思います。そ

こで、現在この感染症の対応に当たっている職員に対して、どのような支援が

行われているのか伺います。 

 

柴田職員厚生課長 新型コロナウイルス感染症への対応のため、長時間労働を重ねている職員

を対象とする健康相談事業を今年度実施しております。具体的に申しますと、

厚生労働省が作成しました疲労蓄積度チェックシートを用いまして、職員が自

己チェックを行い、心身の不調が懸念されるなどの判定が出た職員に対しまし

ては、保健師や衛生管理医が個別面接を行いまして専門的な見地から指導を行

っております。さらに、個別面接を通じて得られた課題に対しまして、衛生管

理医から所属に対しまして提言を行うなど、職場環境の改善にも役立てていた

だいております。 

  また、個別面接に至らない場合でありましても、外部の精神科医等によるカ

ウンセリング相談やストレス相談などの情報提供を行いまして、随時相談がで

きる体制を整えてございます。 

 

藤本委員  感染症の対応に当たられている職員の皆さんへの健康相談が行われていると

いうことで、少し安心しました。 

  さらに伺いたいと思いますが、この新型コロナ関連で従事されている方の健

康相談の進捗状況について伺いたいと思います。既に本県には、保健師や産業

医など職員の健康を管理する専門家がおられます。この新型コロナへの対応に

当たっている職員に対する衛生管理医また保健師との面接の実績についてお聞

かせください。 

  それとあわせて、県内において感染の拡大がここまで進んだ中で、今後この

相談事業をどのように活用していくのか伺います。 

 

柴田職員厚生課長 新型コロナウイルス感染症への対応のため長時間労働を重ねております知

事政策局及び福祉保健部の職員約２６０名を対象といたしまして健康相談事業

を実施しております。先ほど申し上げました疲労蓄積度チェックシートを用い

た自己チェックの結果、仕事における負担度が非常に高いと判定された職員及

び、月に１００時間以上の長時間勤務を行った職員、合わせて４０名に対しま

して衛生管理医や保健師が個別面接を行いました。 

  また、過重労働が続いている職員に対しましては、個別面接あるいは電話、

メール等を用いまして継続して支援を行うなど、健康障害の予防に努めている

ところでございます。 

  もう一つ、この相談事業を今後どのように活用されていくかということにつ

きましてもお答えいたします。現在、富士・東部保健福祉事務所管内におきま

してクラスターの発生に伴う対応により職員は過重な勤務となってございます。

今後も管内においてクラスターが発生した保健所を初め、対応に当たる関係所

属は過重勤務になることが想定されます。当事業を活用いたしまして健康障害

の予防に努めてまいりたいと思っております。 
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藤本委員  ぜひ今後多くの職員の皆さんが相談事業をできるよう努めてもらいたいと念

じます。 

  次に、心身のことで少しでも相談したいと考える職員への相談体制は、現在

どのようになっているのか伺います。 

 

柴田職員厚生課長 相談体制につきましては、日ごろから職員厚生課の保健師及び衛生管理医

によります健康相談を行っております。また、相談内容の秘匿性を考慮しての

外部の精神科医や公認心理士によるカウンセリング相談やストレス相談も実施

しておりまして、御活用いただいているところでございます。 

 

藤本委員  さまざまな支援を、相談体制の個別、またプライバシー等に配慮した形での

相談体制がとられているということですが、総合計画の理念にもあります、豊

かさを実感できる山梨を実現するためには、どうしても県庁職員の皆さんの働

き方、また継続して健康で働いていただくための機会というのが、やっぱり担

保されていなければならないと思います。これまでもそうですが、このような

感染症社会においてはなおさらです。せめて日本中で「山梨県ほど職員の健康

に取り組んでいるところはない」と言われるくらい、今後、職員の健康な働き

方に取り組んでほしいと思います。 

  そして、職員の皆さん方の精神的な疲労やストレス、苦しみや悩みなどを減

らし、少しでも和らげることができるようメンタルヘルス事業、また先ほど教

えていただきました健康相談の強化を望みます。 

  それともう一つ、十分な睡眠を担保すること、よい食事をとること、適度な

運動ができることなど、これら当たり前の、寝る、食べる、運動することがで

きますよう、部局を越えて連携し進めてもらいたいと思います。最後に御所見

について答弁を求めまして終わります。 

 

柴田職員厚生課長 コロナ禍にありましても県庁職員が県民の皆様のための業務を継続してい

けますよう、引き続き職員の健康管理に努めてまいりたいと思っております。 

 

（県有資産について） 

志村委員  和解の件の議案については、調査特別委員会のほうでとなっていますので、

全般的な県有資産のことで一般論としてお伺いします。 

        まず、国有資産等所在市町村交付金法で交付することになっている交付金に

ついては、交付先の市町村から意見を伺うということが法律に書かれています

けども、これまでに交付金に対して県内の市町村から御意見等があったという

事例があるんでしょうか。 

 

丸山財産管理課長 市町村からの意見の関係につきましては、毎年１１月末までに手続をとる

よう法律上なっております。例年１１月末までに各市町村からの意見をいただ

きまして、調整の上、翌年度の交付に努めているところでございます。 

 

志村委員  その意見というのは、具体的にどういった事例なのか、挙げていただける事

例があれば、どういう内容なのか例示していただけたらと思います。 

 

丸山財産管理課長 具体的に対象となる財産は、県営住宅、県の職員住宅、それから普通財産

の貸し付けというところが所在市町村等交付金の対象となってまいりますが、

これらの財産につきまして、それぞれの付すべき金額についての標準額等を各

市町村と確認をしまして交付をさせていただいているところでございます。 
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志村委員  これは県有資産ですので固定資産税にかわるものという理解なんですけれど

も、その交付金を請求する市町村が県に交付請求するに際しては、県に県有資

産の台帳が備えられていて、この評価額に相当するような記述もあるんだろう

と思います。そういったものは市町村に対しても説明なり提示なりする形で、

このやりとりが行われているという理解でよろしいんですか。 

 

丸山財産管理課長 委員からお話をいただきましたとおり、土地・建物につきましての具体的

な金額を市町村に提示し、それぞれに調整をさせていただきまして交付に臨ん

でいるところでございます。 

 

志村委員  これも一般論で御理解していただければと思いますけれども、固定資産税の

評価額というのは現況で評価されるのが通例であると、私も認識しています。

仮に、そういう考え方で今の県有資産の評価額に違いが出てくるということに

なれば、当然その交付金の額も見直していかなければならないと考えてよろし

いんでしょうか。 

 

丸山財産管理課長 現在、土地・建物それぞれで公有財産台帳を整えさせていただいておりま

す。そちらの台帳価格に基づきまして、まずは交付金を取り扱います。土地に

つきましては、その評価額というところも参考に、固定資産の評価がえに伴う

評価額も参考にさせていただきながら交付金額を調整させていただいておりま

す。そういった処理を引き続きさせていただきたいと思っております。 

 

志村委員  もう一つだけお聞きします。現在、貸し付けている例えば県有地が、その資

産の評価額が、実際には地方自治法２３７条２項による適正な対価でないとい

うことが判断された場合、借地法とか借地借家法とかに基づいて継続している

貸し付けについては、これは違法あるいは無効になるというふうに…。 

 

猪股委員長  志村委員。 

  県有地の貸し付けに関する事項は、県有地の貸付に関する調査及び検証特別

委員会の付議事件であります。そこまで踏まれると所管外になってしまいます

ので、質疑を行わないよう、よろしくお願いします。 

 

志村委員  要するに、特別委員会で扱っている県有林は別にして、県有資産というのは

電気事業とか農業とか住宅もそうですけどいろいろあって、そういういろんな

分野に活用されており、それぞれ固定資産税の評価に基づくようなものは交付

金として交付されている。そんな中で、評価額が変わるということが適正かど

うかという判断をしていかないといけないと思うので、それが適正でなかった

場合は、やはりこれを見直さなければならないのかというところをお聞きした

い。考え方として、そこだけ確認したいんですけれども、ちょっと難しいです

か。 

 

小澤資産活用室長 県有林以外の普通財産の貸し付けの状況についてですが、詳細につきまし

ては、ただいま精査しているところございます。恩賜県有林との違いというこ

とだけ御説明をさせていただきますと、我々のほうで所管しております普通財

産は、基本的には行政財産として用途廃止後に貸し付けを行っているものがほ

とんどでございます。そうなりますと、県有林のように、もとが山林の状態で

評価した金額を台帳価格としている場合と違いまして、物がもともと建ってい

た場所を、その評価で貸し付けているものと認識しておりますので、その部分

が県有林とは状況が違うと考えております。 
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その他   ・本委員会が審査した事件に関する委員会報告書の作成及び委員長報告について

は委員長に委任された。 

      ・閉会中もなお継続して調査を要する事件については配付資料のとおり決定され

た。 

      ・継続審査案件調査の日時・場所等の決定は委員長に委任された。 

      ・県内調査を１月２９日に実施することとし、詳細については後日通知すること

とした。 

      ・本委員会が１１月４日に実施した閉会中継続審査案件に係る県内調査及び意見

交換については、その報告を議長あてに提出した。 

 

 

以    上  

 

 

                             総務委員長 猪股 尚彦 


